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(57)【要約】
【課題】同じ種類の演出要素が設定され続けることによ
る趣向性の低下を抑制すること。
【解決手段】特定演出を構成する演出要素として、複数
種の演出要素（例えば楽曲）のうちのいずれかが設定さ
れる遊技機であって、所定条件の成立を契機として、前
記複数種の演出要素のいずれかが、前記特定演出を構成
する演出要素となり得ない第一状態から、前記特定演出
を構成する演出要素になり得る第二状態に変化するよう
に構成されており、前記第二状態となった演出要素の数
が所定数以上である多既出状態であるときには、新たに
発生する前記特定演出を構成する演出要素の種類が自動
的に設定される場合、前記第二状態にある演出要素であ
って前回発生した特定演出の演出要素を除いたもののう
ちから設定される遊技機１とする。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特定演出を構成する演出要素として、複数種の演出要素のうちのいずれかが設定される
遊技機であって、
　所定条件の成立を契機として、前記複数種の演出要素のいずれかが、前記特定演出を構
成する演出要素となり得ない第一状態から、前記特定演出を構成する演出要素になり得る
第二状態に変化するように構成されており、
　前記第二状態となった演出要素の数が所定数以上である多既出状態であるときには、新
たに発生する前記特定演出を構成する演出要素の種類が自動的に設定される場合、前記第
二状態にある演出要素であって前回発生した特定演出の演出要素を除いたもののうちから
設定される一方、
　前記多既出状態にないときには、新たに発生する前記特定演出を構成する演出要素の種
類が自動的に設定される場合、前回の特定演出に対する演出要素としては前記第一状態に
あった演出要素のうちから設定されることを特徴とする遊技機。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１には、特別遊技中に再生される楽曲を、複数の解放楽曲のうちから選択
することが可能な遊技機が開示されている。解放楽曲は、楽曲解放判定手段による判定に
よって増加していくことが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１０４０５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この種の遊技機では、遊技者が楽曲の選択操作を行わない場合、最後に解放された楽曲
が出力され続ける設定となっているものが多い。よって、選択操作に煩わしさを感じてい
る遊技者や、選択操作の仕方が分からない遊技者等は、同じ楽曲を聴き続けなければなら
ない。
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、楽曲等の複数種の演出要素が特定演出を構成する要
素として搭載された遊技機において、同じ種類の演出要素が設定され続けることによる趣
向性の低下を抑制することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するためになされた本発明にかかる遊技機は、特定演出を構成する演出
要素として、複数種の演出要素のうちのいずれかが設定される遊技機であって、　所定条
件の成立を契機として、前記複数種の演出要素のいずれかが、前記特定演出を構成する演
出要素となり得ない第一状態から、前記特定演出を構成する演出要素になり得る第二状態
に変化するように構成されており、前記第二状態となった演出要素の数が所定数以上であ
る多既出状態であるときには、新たに発生する前記特定演出を構成する演出要素の種類が
自動的に設定される場合、前記第二状態にある演出要素であって前回発生した特定演出の
演出要素を除いたもののうちから設定される一方、前記多既出状態にないときには、新た
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に発生する前記特定演出を構成する演出要素の種類が自動的に設定される場合、前回の特
定演出に対する演出要素としては前記第一状態にあった演出要素のうちから設定されるこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明にかかる遊技機によれば、同じ種類の演出要素が設定され続けることによる趣向
性の低下を抑制することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態にかかる遊技機の正面図である。
【図２】（ａ）は表示装置（表示領域）に識別図柄が表示された状態を示した図であり、
（ｂ）は大当たりの種類と遊技状態の移行の関係を示した図である。
【図３】初当たり選択演出の発生から多既出状態に到達するまでの流れを示した図である
。
【図４】（ａ）は多既出状態にある選択演出において遊技者が任意の楽曲を選択した場合
の一例を、（ｂ－１）（ｂ－２）は多既出状態にある選択演出において遊技者が楽曲を選
択しなかった場合の一例を示した図である。
【図５】多既出状態に至っていない選択演出において遊技者が任意の楽曲を選択しなかっ
た場合の一例を示した図である。
【図６】第三具体例を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明にかかる遊技機１の一実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
まず、図１を参照して遊技機１の全体構成について簡単に説明する。遊技機１は遊技盤９
０を備える。遊技盤９０は、ほぼ正方形の合板により成形されており、発射装置９０８（
発射ハンドル）の操作によって発射された遊技球を遊技領域９０２に案内する通路を構成
するガイドレール９０３が略円弧形状となるように設けられている。
【００１０】
　遊技領域９０２には、始動入賞口９０４、大入賞口９０６、アウト口９０７などが設け
られている。表示装置９１は、遊技盤９０の後方に設けられており、表示装置９１の表示
領域９１１は遊技盤９０に形成された開口９０１を通じて視認可能となる領域である。な
お、各図においては、表示領域９１１を大まかに略方形状に記載するが、その形状等は適
宜変更可能である（開口９０１の形状や大きさ、表示装置９１自体の形状や大きさを変更
することで表示領域９１１の形状等を変更することができる）。
【００１１】
　また、遊技領域９０２には、流下する遊技球が衝突することにより遊技球の流下態様に
変化を与える障害物としての遊技釘が複数設けられている。遊技領域９０２を流下する遊
技球は、遊技釘に衝突したときの条件に応じて様々な態様に変化する。
【００１２】
　このような遊技機１では、発射装置９０８を操作することにより遊技領域９０２に向け
て遊技球を発射する。遊技領域９０２を流下する遊技球が、始動入賞口９０４や大入賞口
９０６等の入賞口に入賞すると、所定の数の賞球が払出装置により払い出される。
【００１３】
　なお、遊技機１の枠体、遊技球を貯留する下皿や上皿など、本発明に関係のない遊技機
１の構成要素は説明を省略する。これらについては公知の遊技機と同様の構造のものが適
用できる。
【００１４】
　当否の抽選（当否判定）は、図示されない制御基板に設けられた当否判定手段が、図１
に示す始動入賞口９０４への遊技球の入賞を契機として実行する（このような始動入賞口
９０４は複数設けられていてもよい）。なお、本実施形態では入賞「口」（入賞した遊技
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球が内部に取り込まれるもの）であるが、入賞「領域」（入賞した遊技球がそのまま遊技
領域９０２を流下するもの。入賞領域をゲートのような態様としたものが例示できる）で
あってもよい。始動入賞口９０４への遊技球の入賞を契機として乱数源から数値（当否判
定情報）が取得され、当該数値が予め定められた大当たりの数値と同じである場合には大
当たりとなり、異なる場合にははずれとなる。また、始動入賞口９０４は、遊技球の進入
が検出されることを契機として所定数の遊技球（いわゆる賞球）が払い出されるものでな
くてもよい。
【００１５】
　当否判定結果が大当たりであるかはずれであるかは、表示装置９１の表示領域９１１に
表示される複数種の識別図柄１０（図２（ａ）参照）の組み合わせによって報知される。
具体的には、それぞれが複数種の識別図柄１０を含む三つの識別図柄群が変動表示され、
各識別図柄群から選択された一つの識別図柄１０が停止することにより当該組み合わせが
構築される。大当たりを示す組み合わせとしては、同じ識別図柄１０の三つ揃いが例示で
きる。はずれである場合には識別図柄１０は大当たりとなる組み合わせ以外の組み合わせ
で停止する。
【００１６】
　大当たりに当選した場合には大当たり遊技が実行される。大当たり遊技は、大入賞口９
０６が頻繁に開放状態となり、遊技者が多くの遊技球（いわゆる出玉）を獲得することが
できるものである。当該大当たり遊技中には、詳細を後述する複数種の楽曲のいずれかが
出力されることになる。なお、上記当否判定や、大当たり遊技における大入賞口９０６の
制御等、いわゆる出玉に直結する制御は、主制御基板に構築された回路によりなされる。
一方、詳細を後述する大当たり遊技中に出力される楽曲の制御は、サブ制御基板に構築さ
れた回路によりなされる。
【００１７】
　図２（ｂ）に示すように、本実施形態にかかる遊技機１は、大当たりの獲得を目指す遊
技状態として、通常遊技状態と、当該通常遊技状態よりも当否判定抽選に当選する確率が
高い高確率遊技状態（いわゆる確率変動状態）が設定されている。また、大当たりとして
、大当たり遊技終了後の遊技状態が通常遊技状態となる通常大当たりと、大当たり遊技終
了後の遊技状態が高確率遊技状態となる特別大当たりが設定されている。したがって、特
別大当たりに当選し続ける限り、遊技状態として高確率遊技状態が設定され続ける（いわ
ゆる連チャンする）ことになる。なお、本実施形態では、高確率遊技状態は、始動入賞口
９０４への遊技球の入賞が容易になる公知の高ベース状態でもあるため、高確率遊技状態
に突入した場合、遊技者は、あまり遊技球を減らすことなく次の大当たりを獲得すること
ができる。高ベース状態は、普通始動領域９０５に遊技球が進入することを契機とした抽
選に当選しやすい状態である。当該抽選に当選することで、始動入賞口９０４の近傍に設
けられた開閉部材９０５ａが開状態となり、始動入賞口９０４への遊技球の入賞が容易に
なる。
【００１８】
　このように、本実施形態にかかる遊技機１は、特別大当たりに当選する限り連チャンす
ることになるいわゆる確変ループ機である。ただし、当否判定抽選が所定回数連続しては
ずれとなるまで継続する（当該所定回数の当否判定抽選を実行するまでの間に大当たりに
当選すれば連チャンとなる）高確率遊技状態を搭載したもの（いわゆるＳＴ機）であって
もよい。また、当否判定抽選に当選する確率は低い状態であるが高ベース状態である遊技
状態（時間短縮遊技状態）が設定され、当該状態中に大当たりに当選した場合であっても
、「連チャン」扱いとする設定としてもよい。以下で詳細を説明するように、楽曲出力演
出は、連チャン回数に応じて選択可能な楽曲が増えていくものである。
【００１９】
　本実施形態にかかる遊技機１は、演出制御用の基板であるサブ制御基板に構築された回
路により、種々の演出が制御される。当該演出の一種として、大当たり遊技中に、音出力
装置（スピーカ９２）を通じて楽曲を出力する演出（以下、楽曲出力演出と称することも
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ある）が実行される。つまり、当該楽曲は、大当たり遊技中に実行される演出を構成する
演出要素であるともいえる（楽曲が出力されている状態での大当たり遊技中の演出が、本
発明における特定演出に相当する）。以下、かかる楽曲出力演出について詳細に説明する
。
【００２０】
　楽曲出力演出用の楽曲として、複数種の楽曲が設定されている。本実施形態では、楽曲
Ａ、楽曲Ｂ、楽曲Ｃ、楽曲Ｄ、楽曲Ｅの五曲が設定されている。本実施形態では、大当た
り遊技が開始される前、または大当たり遊技が開始された後の所定期間において、選択演
出が実行される。例えば、大入賞口９０６が開放状態となることを複数回（複数ラウンド
）繰り返す大当たり遊技であれば、最初のラウンド遊技（１ラウンド遊技）を含む一また
は複数のラウンド遊技間を当該所定期間として設定することができる。選択演出は、遊技
者が大当たり遊技中に出力される楽曲を選択可能な楽曲のうちから選択するためのもので
ある。
【００２１】
　通常遊技状態中に大当たりに当選した場合（いわゆる初当たりに当選した場合）の選択
演出（以下、初当たり選択演出と称することもある）時には、楽曲Ａ、楽曲Ｂの二つが選
択可能な楽曲として設定される（図３（ａ）参照）。選択演出において、遊技者に対し楽
曲を選択させるための手法はどのようなものであってもよい。本実施形態では、遊技者が
一または複数の操作手段９３（押しボタン等）を操作することによっていずれかの楽曲を
選択可能な構成が構築される。具体的には、選択可能な楽曲のいずれかにカーソルが位置
した（カーソルを合わせた）状態で、決定用の操作手段９３を操作することで、当該カー
ソルが位置した楽曲が選択されることになる。初当たり選択演出時には、楽曲Ａ、楽曲Ｂ
のいずれかにカーソルを位置させることが可能となる。選択可能な期間（以下、選択有効
期間と称する）が併せて表示されるような構成としてもよい。なお、初当たり選択演出が
、一の楽曲のみ選択可能なものであってもよい。このような構成である場合、初当たり選
択演出は、実質的には楽曲を「選択」することができないものであるということになるが
、このような初当たり選択演出であっても「選択演出」であるものとみなす。
【００２２】
　上記と逆の見方をすれば、初当たり選択演出においては、楽曲Ｃ、楽曲Ｄ、楽曲Ｅにつ
いては遊技者が選択可能な楽曲ではない、すなわち選択不可能な楽曲であるということで
ある（選択不可能な状態を第一状態と、選択可能な状態を第二状態と称することもある）
。このような選択できない楽曲については、選択演出時に全く表示されないようにしても
よいし、いずれ選択可能となる可能性があることを示唆するために選択可能な楽曲とは異
なる態様で表示される等してもよい。つまり、初当たり選択演出においては、選択するこ
とができない楽曲Ｃ、楽曲Ｄ、楽曲Ｅが全く表示されないようにしてもよいし、楽曲Ａや
楽曲Ｂとは異なる態様で表示される等してもよい。「異なる態様」を実現するための構成
としては、選択できない楽曲が選択可能な楽曲よりも不明瞭な態様で表示されること、選
択できない楽曲に対して「選択できません」といった表示を付すこと、現状は選択するこ
とができない別の楽曲が搭載されていることのみ示唆すること等を例示することができる
。これらを組み合わせた構成としてもよい。選択できない楽曲を表示する場合には、これ
らの楽曲の表示に対しては、選択のためのカーソルを位置させることができないようにさ
れる。
【００２３】
　初当たり選択演出後、いわゆる連チャンとなる次の大当たりに当選した場合には、再び
選択演出が実行される。当該選択演出においては、選択可能な楽曲が増加する。本実施形
態では、楽曲Ａ、楽曲Ｂに加え、新たに楽曲Ｃが選択可能な楽曲として追加される（図３
（ｂ）参照）。さらに連チャンし、次の選択演出が発生した場合には、新たに楽曲Ｄが選
択可能な楽曲として追加される。そして、さらに連チャンし、次の選択演出が発生した場
合には、新たに楽曲Ｅが選択可能な楽曲として追加される。このように、本実施形態では
、連チャンすることで選択演出に再度突入した場合には、前回の選択演出に比して選択可
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能な楽曲が増加するように設定されている。なお、選択可能な楽曲は、所定の法則で増加
していくようにしてもよいし、抽選により決定される（ランダムに決定される）構成とし
てもよい。また、当選した大当たりの種類によって、選択可能な楽曲が増加するか否かが
決定される構成としてもよい。例えば、一または複数種の所定のラウンド数（大入賞口９
０６の開放回数）の大当たり遊技が実行される大当たりを獲得した場合には選択可能な楽
曲が増加するものの、それ以外のラウンド数の大当たり遊技が実行される大当たりを獲得
した場合には選択可能な楽曲が増加しない構成としてもよい。
【００２４】
　本実施形態では、予め設定された全ての楽曲（五つの楽曲）の全てが選択可能な状態（
図３（ｃ）参照）となることが多既出状態として設定されている。なお、本実施形態では
、全ての楽曲が選択可能な状態となった最初の選択演出（本実施形態でいえば最初に楽曲
Ｅが選択可能となった選択演出）は多既出状態にあるとみなさず、（連チャンが発生する
ことによって）生じた次の選択演出が多既出状態にあるとみなす設定としている。ただし
、全ての楽曲が選択可能な状態となった最初の選択演出が多既出状態にあるとみなしても
よい。多既出状態が設定されることによる作用は次の通りである。
【００２５】
　多既出状態が設定されている状況での選択演出において遊技者が所望の楽曲を選択した
場合には、大当たり遊技中には当該楽曲が出力される（図４（ａ）参照）。つまり、遊技
者が選択行動をとった場合にはそれに応じた楽曲が出力されるという点においては、多既
出状態が設定されている状況においても、それ以前の状況においても変わりはない。
【００２６】
　一方、多既出状態が設定されている状況での選択演出において、遊技者が選択行動をと
らなかった場合には、大当たり遊技中に出力される楽曲として前回設定された楽曲とは異
なる楽曲が出力される（図４（ｂ－１）（ｂ－２）参照）。つまり、遊技者が選択演出に
おける選択有効期間内に所望の楽曲を選択しなかった場合には、連続して（二回続けて）
大当たり遊技中に同じ楽曲が出力されないように構成されている。換言すれば、遊技者が
所望の楽曲を選択しなかった場合、自動的に楽曲が設定される（以下、このように自動的
に楽曲が設定されることを自動設定と称することもある）こととなるが、当該楽曲は、選
択可能な状態にある楽曲のうちから前回設定された楽曲とは異なる楽曲が選択されるよう
に構成されている。本実施形態では、遊技者が選択行動をとった場合と、自動設定された
場合とでは、これから大当たり遊技中に出力される楽曲が何であるかを示す表示態様が異
なるように設定されている。例えば、遊技者が選択行動をとった場合には、「楽曲○選択
」と表示される（図４（ａ）参照）のに対し、自動設定された場合には「楽曲○設定」と
表示される（図４（ｂ－２）参照）ように構成し、任意に選択されたものであるのか、自
動的に設定されたものであるのかを容易に判別することができるようにしている。
【００２７】
　自動設定時における楽曲の決定手法としては種々考えられる。第一の手法としては、所
定の順番に応じて楽曲を設定する手法が挙げられる。各楽曲には、予め所定の順番を設定
しておく。例えば、楽曲Ａ、楽曲Ｂ、楽曲Ｃ、楽曲Ｄ、楽曲Ｅ、楽曲Ａ、楽曲Ｂ・・・の
順が「所定の順番」であるとする。この場合、前回出力された楽曲が楽曲Ｅであれば、次
の順の楽曲Ａを設定する。このような「所定の順番」が分かるような表示が別途なされる
ようにしてもよい。
【００２８】
　第二の手法としては、選択可能な楽曲から前回設定された楽曲を除いたもののうちから
ランダムに選択される手法が挙げられる。例えば、前回設定された楽曲が楽曲Ｂであるの
であれば、楽曲Ａ、楽曲Ｃ、楽曲Ｄ、楽曲Ｅのうちから抽選により決定される。各楽曲が
バランスよく出力されるようにするため、各楽曲が選択される確率は均等にすること（本
実施形態でいえば各楽曲が選択される確率を２５％とすること）が好ましい。ただし、選
択される確率に差を設定することを否定するものではない。
【００２９】
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　このような構成とすれば、多既出状態となった選択演出において楽曲が自動設定される
場合、大当たり遊技中の楽曲として同じ楽曲が続けて設定されてしまうことが防止される
。したがって、楽曲の選択等を煩わしいと感じている遊技者や、楽曲の選択操作がよくわ
からない遊技者が、同じ楽曲を続けて聴くことによる趣向性の低下を抑制することが可能
である。
【００３０】
　一方、多既出状態に至っていない状況での選択演出において、遊技者が任意の楽曲を選
択しなかった場合であっても、楽曲が自動設定されることとなる。当該自動設定にあたっ
ては、前回の選択演出においては選択不可能な状態（第一状態）にあった楽曲のうちから
選択されるように構成されている。
【００３１】
　例えば、前回の選択演出においては、楽曲Ａ、楽曲Ｂ、楽曲Ｃの三曲が選択可能な状態
にあり、楽曲Ｄ、楽曲Ｅの二曲が選択不可能な状態にあったとする（図５（ａ）参照）。
そして、次の選択演出（対象の選択演出）において、遊技者が任意の楽曲を選択せずに自
動設定となる場合には、楽曲Ｄ、楽曲Ｅのうちのいずれかが大当たり遊技中の楽曲として
設定される（図５（ｂ）参照）。
【００３２】
　ここで、上記実施形態に則して言えば、対象の選択演出においては、楽曲Ｄも選択可能
（第二状態）となっている。したがって、自動設定される場合には楽曲Ｄが設定されるよ
うにするとよい。つまり、対象の選択演出において、選択可能な楽曲として新たに追加さ
れた楽曲が、自動設定時に大当たり遊技中の楽曲として設定されるようにするとよい。こ
のような構成とすることで、対象の選択演出において選択可能な楽曲として新たに追加さ
れた楽曲と、自動設定時に設定される楽曲が同じになる構成（分かりやすい構成）とする
ことができる。
【００３３】
　以下、上記実施形態にかかる遊技機１を改良、変形等した具体例について説明する。な
お、各具体例を用いて説明する技術思想を複数適用した構成としてもよい。
【００３４】
○第一具体例
　上記実施形態における多既出状態は、全ての楽曲が選択可能な状態となったものである
ことを説明したが、一部の楽曲のみが選択可能な状態となったことが多既出状態として設
定される構成としてもよい。
【００３５】
　この場合、自動設定時には、選択可能な状態となった楽曲、かつ前回設定された楽曲を
除いた楽曲のうちから、大当たり遊技中に実行される楽曲が選択される構成とする。例え
ば、上記実施形態と同様に五曲の楽曲が搭載されているものにおいて、四曲の楽曲が選択
可能な状態となることが多既出状態として設定されているとする。そして、楽曲Ａ、楽曲
Ｂ、楽曲Ｃ、楽曲Ｄの四曲が選択可能な状態となっており、前回設定された楽曲が楽曲Ｄ
であるとすれば、自動設定時には楽曲Ａ、楽曲Ｂ、楽曲Ｃのうちから大当たり遊技中の楽
曲が選択されることとなる。
【００３６】
○第二具体例
　上記実施形態では、大当たり遊技中の楽曲として搭載された全ての楽曲が選択可能状態
となることが多既出状態として設定され、当該多既出状態となった後、自動設定時には、
選択可能となった全ての楽曲から前回設定された楽曲を除いたものから選択されることを
説明したが、多既出状態となってはじめて設定されうる楽曲が存在する構成としてもよい
。
【００３７】
　例えば、楽曲Ａ、楽曲Ｂ、楽曲Ｃ、楽曲Ｄ、楽曲Ｅに加え、楽曲Ｆが大当たり遊技中の
楽曲として搭載されているとする。そして、楽曲Ａ、楽曲Ｂ、楽曲Ｃ、楽曲Ｄ、楽曲Ｅが
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選択可能な状態となることが多既出状態として設定されているとする。この場合、多既出
状態となった後は、楽曲Ａ、楽曲Ｂ、楽曲Ｃ、楽曲Ｄ、楽曲Ｅ（選択可能な状態（第二状
態）となった楽曲）に加え、楽曲Ｆが選択肢に加わる。つまり、多既出状態となった後の
自動設定時には、楽曲Ａ、楽曲Ｂ、楽曲Ｃ、楽曲Ｄ、楽曲Ｅ、楽曲Ｆから前回設定された
楽曲を除いたもののうちから、大当たり遊技中の楽曲が選択される構成とする。換言すれ
ば、楽曲Ｆは、多既出状態となってはじめて選択されうる楽曲であるということができる
。
【００３８】
　このような構成とすれば、多既出状態となった後、連続して同じ楽曲が設定されること
による趣向性低下だけでなく、多既出状態となることによって選択肢に追加される新たな
楽曲（多既出状態となる前に出力されることがない楽曲）が出力されることがあることに
よる趣向性向上を図ることが可能である。
【００３９】
○第三具体例
　上記実施形態では、大当たり遊技中の楽曲が（遊技者が任意の楽曲を選択するか否かに
拘わらず）選択演出を経て決定されることを説明したが、このような選択演出を経るもの
でなくてもよい。つまり、大当たり遊技中の楽曲が毎回自動的に設定される構成であって
もよい。
【００４０】
　上記実施形態と同様に五曲の楽曲が搭載されているものにおいて、多既出状態に至るま
では、（初当たりから連チャン終了までの期間）未だ大当たり遊技中の楽曲として設定さ
れていない楽曲が大当たり遊技中の楽曲として自動的に設定されるものとする。例えば、
楽曲Ａ、楽曲Ｂ、楽曲Ｃ、楽曲Ｄ、楽曲Ｅの順で大当たり中の楽曲として設定されていく
ものとする（図６（ａ）～（ｆ）参照）。そして、楽曲Ｅが大当たり遊技中の楽曲として
設定されて多既出状態となった後に発生する大当たり遊技中の楽曲については、前回設定
された楽曲とは異なる楽曲から自動的に設定されるものとする。ゆえに、多既出状態とな
ってからはじめての大当たり遊技中の楽曲は、楽曲Ａ、楽曲Ｂ、楽曲Ｃ、楽曲Ｄのうちの
いずれかから設定されることになる（図６（ｇ）（ｈ）参照）。上記実施形態で説明した
第一の手法に基づくのであれば楽曲Ａが設定されることになり、第二の手法に基づくので
あれば楽曲Ａ、楽曲Ｂ、楽曲Ｃ、楽曲Ｄのうちから抽選により決定されることになる。
【００４１】
　このように、大当たり遊技中の楽曲が設定されるにあたり、選択演出を経ずに必ず自動
的に設定される構成についても、上記実施形態と同様の思想が適用可能である。上記実施
形態では、選択不可能な状態にある楽曲を第一状態にある楽曲と、選択可能な状態にある
楽曲を第二状態にある楽曲として説明したが、かかる構成とする場合には（初当たりから
連チャン終了までの期間）未だ大当たり遊技中の楽曲として設定されていない楽曲が第一
状態にある楽曲と、既に大当たり遊技中の楽曲として設定された楽曲が第二状態にある楽
曲ということになる。選択演出を経る場合および選択演出を経ない場合のいずれの場合に
おいても、大当たり遊技中の楽曲になり得ない状態が第一状態であり、大当たり遊技中の
楽曲となり得る状態が第二状態であるともいえる。
【００４２】
○第四具体例
　第三具体例をさらに発展させ、選択演出が発生する場合もあれば発生しない場合もある
という構成としてもよい。つまり、所定の条件が成立したときには、選択演出が発生する
ものの、当該条件が成立しなかった場合には選択演出が発生しない、という構成としても
よい。このような構成とする場合には、選択演出が発生したものの遊技者が任意の楽曲を
選択しなかったとき、および選択演出が発生しなかったときが、大当たり遊技中の楽曲が
自動設定されるときということになる。所定の条件の一例としては、一または複数種の所
定のラウンド数（大入賞口９０６の開放回数）の大当たり遊技が実行される大当たりを獲
得した場合には選択演出が発生するものの、それ以外のラウンド数の大当たり遊技が実行
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される大当たりを獲得した場合には選択演出が発生しない構成が挙げられる。
【００４３】
○第五具体例
　上記実施形態は、いわゆる連チャン状態の継続によって選択可能な楽曲が増加する（増
加する可能性がある）構成であること、換言すれば、連チャン状態が終了し、通常遊技状
態に移行した後発生する選択演出は初当たり選択演出となること（選択可能な楽曲がリセ
ットされること）を説明したが、これはあくまで一例である。つまり、連チャン状態の終
了を、選択可能な楽曲のリセット（選択演出のリセット）条件としない構成としてもよい
。
【００４４】
　例えば、遊技機１の電源がＯＦＦとなるまで選択可能な楽曲がリセットされない構成と
することが考えられる。このような構成とすれば、遊技状態の移行に関係なく、大当たり
に当選する度に選択可能な楽曲が増加する（増加する可能性がある）ものとすることがで
きる。
【００４５】
　また、所定時間遊技が行われなかった場合に待機状態に移行する遊技機が公知であると
ころ、当該待機状態に移行するまで選択可能な楽曲がリセットされない構成とすることも
できる。つまり、待機状態に移行したということは、遊技者が変化したであろうと判断し
、選択可能な楽曲がリセットされる構成とすることができる。
【００４６】
　また、遊技者の意思により選択可能な楽曲がリセット可能な構成としてもよい。つまり
、いわゆるカスタマイズ機能の一種として、遊技者の意思により選択可能な楽曲のリセッ
トが可能である構成としてもよい。
【００４７】
　以上、本発明の実施形態（および具体例）について詳細に説明したが、本発明は上記実
施形態に何ら限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可
能である。
【００４８】
　例えば、上記実施形態にかかる遊技機１はいわゆるぱちんこ遊技機であるが、回動式遊
技機等の他の遊技機に対し同様の技術思想を適用することが可能である。
【００４９】
　また、上記実施形態は、「大当たり遊技中の演出」として出力される楽曲の設定に関す
るものである、すなわち楽曲という演出要素を含む対象の演出が「大当たり遊技中の演出
」であることを説明したが、当該対象の演出は「大当たり遊技中の演出」に限られるわけ
ではない。例えば、通常遊技状態とは異なる遊技状態中（上記実施形態でいう高確率遊技
状態中等）において出力される楽曲等の演出要素が、上記と同様の手法により設定される
構成としてもよい。
【００５０】
　また、上記実施形態は、選択対象となる演出要素が「楽曲」であることを説明したが、
演出を構成する要素であれば「楽曲」（音）に限られるものではない。例えば、特定の演
出中に表示装置９１を通じて出力される映像等を演出要素とすることもできる。すなわち
、特定の演出中に出力される映像として複数種の映像が搭載された遊技機において、当該
映像等の設定について同様の技術思想を適用することも可能である。
【００５１】
　また、上記実施形態における選択演出の具体的な態様はあくまで一例である。楽曲等の
演出要素につき、複数種の選択可能な演出要素のうちから遊技者が任意に選択可能なもの
であれば、演出における選択・非選択の表示手法、遊技者による選択操作の手法（遊技者
にどのようにして任意の演出要素を選択させるか）等は適宜変更可能である。
【００５２】
　上記実施形態から得られる具体的手段を以下に列挙する。
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【００５３】
・手段１
　特定演出を構成する演出要素として、複数種の演出要素のうちのいずれかが設定される
遊技機であって、
　所定条件の成立を契機として、前記複数種の演出要素のいずれかが、前記特定演出を構
成する演出要素となり得ない第一状態から、前記特定演出を構成する演出要素になり得る
第二状態に変化するように構成されており、
　前記第二状態となった演出要素の数が所定数以上である多既出状態であるときには、新
たに発生する前記特定演出を構成する演出要素の種類が自動的に設定される場合、前記第
二状態にある演出要素であって前回発生した特定演出の演出要素を除いたもののうちから
設定されることを特徴とする遊技機。
【００５４】
　上記遊技機では、多既出状態となったときには、新たに発生する特定演出の演出要素が
自動的に設定される場合、前回設定された演出要素を除いたもののうちから設定される。
したがって、同じ演出要素が設定された特定演出が続いてしまうことが防止される。
【００５５】
・手段２
　前記多既出状態は、前記複数種の演出要素の全てが前記第二状態となった状態であるこ
とを特徴とする手段１に記載の遊技機。
【００５６】
　このように、複数種の演出要素の全てが第二状態となった場合に限り、上記のような制
御を実行する構成とすることができる。
【００５７】
・手段３
　前記複数種の演出要素には所定の順番が設定されており、
前記多既出状態であるときに新たに発生する前記特定演出を構成する演出要素の種類が自
動的に設定される場合、前記第二状態にある演出要素であって前回発生した前記特定演出
の演出要素の次の順番の演出要素が設定されることを特徴とする手段１または手段２に記
載の遊技機。
【００５８】
　このように、所定の順番に沿って演出要素が設定されていくようにすれば、各演出要素
が偏りなく設定される構成となる。
【００５９】
・手段４
　前記多既出状態であるときに新たに発生する前記特定演出を構成する演出要素の種類が
自動的に設定される場合、前記第二状態にある演出要素であって前回発生した前記特定演
出の演出要素を除いたもののうちからランダムに設定される手段１または手段２に記載の
遊技機。
【００６０】
　このように、前回設定された演出要素のうちからランダムに抽出される構成とすれば、
次に設定される演出要素がどのようなものか分からなくなることによる趣向性向上を図る
ことが可能である。
【００６１】
・手段５
　前記多既出状態にないときには、新たに発生する前記特定演出を構成する演出要素の種
類が自動的に設定される場合、前回の特定演出に対する演出要素としては前記第一状態に
あった演出要素のうちから設定されることを特徴とする手段１から手段４のいずれかに記
載の遊技機。
【００６２】
　このような構成とすれば、設定される演出要素が変化に富んだものとすることが可能で
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ある。
【００６３】
・手段６
　前記特定演出が新たに発生する場合、当該特定演出の前に演出要素の種類を遊技者に選
択させる選択演出が発生するように構成されており、
　前記選択演出において遊技者がいずれの演出要素も選択しなかった場合に、新たに発生
する特定演出を構成する演出要素の種類が自動的に設定されることを特徴とする手段１か
ら手段５のいずれかに記載の遊技機。
【００６４】
　このように、遊技者が任意の演出要素を選択することができるものにおいて、遊技者が
当該選択を行わなかった場合の制御として採用することが好ましい。つまり、遊技者が望
むのであれば、同種の演出要素が設定され続けるようにすることができる構成であること
が好ましい。
【符号の説明】
【００６５】
１　遊技機
９１　表示装置
９１１　表示領域
９２　スピーカ

 

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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